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＼協議届出対象行服U親模

口黒観a=sコ〈リ条例に墨コ〈届出等口i必要に日b行局・規模
区内で一定規模以上の建築行為等を行う際には、区に届出を行い「千代田区景観まちづくり計画』に定めるそ

れぞれの地区の景観形成基準に適合させる必要があります。

・建築物の 建 築 等 ［鶴基準法第85条第5項に規定する工事現場事務所、仮説挙事務所を除く］

「麹町地域』「神田地域』に霞当する場合

届出対象行為 ｜｜ 届出対象規槙

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと ｜耐 10mを超える蹴鞠

なる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

「提冊蹴（提働蹴重点地区）』『外漉重点地区」『神田川・日本橋川重点地区」に該当する場合

届出対象行為 届出対象規棋

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更するととと ｜全ての劃帥

なる修繕若しくは模様替文は色彩の変更

ee:の他の行為
届出対象行為

［工作物の建霞等］

工作物の新設、増築、改築、若しく

は移転、外観を変更するとととなる

修繕若しくは模様替文は色彩の変更

届出対象規膿

d漣簾基筆法断守令第138条＇c:定める工作物
｛以下は倒）
広告塔・広告板・装飾培・但念靖のうち、高さ4mを超えるもの

＠精、歩道橋、高速道路高袈捕、鉄道高架橋の全て

［開発行為］ 開発区域の面積が3,000而以上のもの

都市計画法第4条第12項に規定す

る開発行為

．景観a=sコ〈リ協議口i必要目行局
届出対象行為

［工作物の重量噂］

工作物の新設、増築、改築、若しくは移転、外観を

変更することとなる修繕若しくは模様替文は色彩の

変更

［屋外広告”の表示等］
屋外広告物の表示、設置、増設、改造、移設文は表示

内容若しくは表示方法の変更

隅定屋内広告鞠の表示等］

特定屋内広告物の表示、設置文は表示内容若しくは

表示方法の変更

届出対象規槙

①上記対象規模以外で景観重点地区内の高吉4mを超

えるもの又は景観重点地区外の高宮10mを超える

もの

②景観量点地区内の1年以上霞置する工事用仮固い

①景観重点地区内に股置するもの全て

②東京都屋外広告物条例に基づく許可申薗の対象とな
るもの（刻）

③デジタルサイネージ
※霞置期聞が2日聞以内又は地下に表示するものは除く

旧美観地区又は且致地区に霞置するもの
※表示面積の合併が2nf以下のもの
置置期聞が2目聞以内のもの
屋外広告物線止除外区織に霞置するものは除く

I鉄道施霞の新霞等］

鉄道府輔の榔敷地内にある建築物・工作物の ｜全て

新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更する乙

ととなる修繕若しくは模様替文は色彩の変更

※1）第8条、第15条、第16条、第27条第1項、第30条第1項に規定する許可



..... ‘ E・凶 I也蹴区分及U重点旭区の位置、．，

凡例

C二：］ 景附司区域
震観量点地区

Eヨ 期地腫点地区

仁コ 外掴点地区

Eコ細I卜目端I臨地区

特別回国最慢保全

Eコ 保全湘閣蹄

仁 コ 糊眺副晦保 全鴎

④ U円＿＿＿＿＿！！！！！ 1醐聞

口地域区分が重複する場合は、それぞれの地域の景観形成方計・基準に適合すること。

｜縫手引き哨山、る地齢、東京跡事の晴樹て、東京輔尺別加1地形圏在糊して械日い帆綱鴨川町甑輔岬

。
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・・~I 黒観形成墨準（抜粋）
司．． ， 
口黒観形成墨準（美観世I或一部抜粋）

千代田区景観まちづくり計画では、建築物の建築等の行為にあたって守るべき景観形成基準について、目標別基

準、項目別基準に区分し、それぞれ地域共通のもの、地域独自のものを組み合わせて定めています。各地域の景観

形成基準は「千代田区景観まちづくり計画」をご確認ください。

．目標別基準

要素 建築物の建築等

首都としての ．低層部は、ゆとりゃにぎわいが感じられる街並みとなるように工夫するとと。

美しさを創出する .旧江戸城の城郭御門などの主要な交差点は、心象空間やゲート空間となるように工夫するとと。

※目標別基準の要素：「歴史を活かす」「自然を活かす」「界隈の個性を活かす』「活気とやさしさを与える」「首都としての美しさを創出する」

．項目別基準

要素

公開空地
外構等

建築物の建築等

口千代田区界隈別・重点旭区景観a=~コくリガイドライコ
0「千代田区界隈別・重点地区景観まちづくりガイドライン」は、美観地域、麹町地域、神田地域に大別し、地形

や各地域の成り立ち、景観の特性等を考慮し、 12の界隈で構成しています。地域（界隈）、重点地区に特化した

建築物等に対する指針を整理しているため、景観まちづくり計画の景観形成基準に適合するだけでなく、界隈別・

重点地区景観まちづくりガイドラインも参考に計画・設計を行ってください。

口千代田区黒観形成マ二ユアJu
O景観形成マニュアルは、江戸以来形成された地域の魅力を支える環境の質がより良くなるよう、配慮すべき事柄

を共通の言葉としてとりまとめたものです。建築物等の設計や計画の際には、景観まちづくりの指針として so
の共通の言葉（キーワード）を活用してください。

景観まちづくり計画

〈景観形成基準〉

連携 補完

界隈別・重点地区景観まちづくりガイドライン

屋外広告物景観まちづくりガイドライン

景観形成マニュアル



届出等の提出書類＼ 
* 
* 

＿..・h、．．．． 
屋外広告物については、
女1・2・4・11・13・14
を提出してください。

l… 景観アドバtイザ一の
意見を聞く場合Lζ 

提出してください。

（正副各オ部）

* 

7セ

7セ

* 

景観まちづくり協議書

委任状（代理者が手続きを行う場合）

措置状況説明書（地域区分が重複する場合は該当する地域区分のもの全て）

付近見取図（住宅地図の写しなど、方位や主要な交通施設などの地形地物がわかるもの）

計画概要書（高さ、面積、都市計画で指定されている用途地域、容積率等が確認できるもの1

上位計画等のまとめ（都市計画マスタープラン、緑の基本計画等）

計画地周辺の特性のまとめ（歴史的背景、土地利用状況、周辺開発動向等）

周辺の街並み等の分析（周辺建物の高さ及び色彩を記載したもの）

当該計画の景観形成に関する方針

景観シミュレーション（既存の街並み写真に完成予想図を組み入れたもの）

配置図、平面図（基準階ごと）、屋上平面図、着色立面図、断面図

外構図、緑化計画図（設備、床仕上げ、具体的な樹種、高さを記入）

完成予想図（外観パース文は着色模型の写真等） ※必要に応じて、部分パース

現況写真（行為地及び周辺の状況を示すもの、撮影位置及び方向を図示）

工程表（設計の流れ、行為の着手及び完了の時期が分かるもの）

土地利用計画図、造成計画図（開発行為、土地の形質の変更等の行為の場合）

その他（必要に応じて、材料サンプル等の写真、近隣説明資料等）

黒観a=~コくリ協議時の提出書類

※
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※立面図は、着色に加え、外壁に使用する色彩のマンセル値を表示し、外壁の各立面の見付面積に対する基本色等の使用面積
の劃合を記入してください。また、サッシの色、上裏の色、仕上の種別、室外機等の位置を記入してください。

※配置図、平面図、立面図には、景観形成マニュアルのキーワードと景観への配慮事項を記入してください。

口届出時の提出書類（正副各オ部）
景観計画区域内における行為の届出書（通知書）

事前協議書からの変更点リスト（助言・指導に対する回答内容を含む）

措置状況説明書（事前協議から変更があれば、修正したもの）

付近見取図（事前協議と同じもの）

配置図、平面図（基準階ごと）、屋上平面図、着色立面図、断面図（事前協議から変更があれば、修正したもの）

外構図、緑化計画図（向上）

完成予想図（外観パース文は着色模型の写真等） ※必要に応じて、部分パース

土地利用計画図、造成計画図（開発行為、土地の形質の変更等の行為の場合）
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計画変更時の提出書類
景観計画区域内における行為の変更届出書（通知書）

付近見取図

変更前後の図面（変更箇所を明示したもの）

景観計画区域内における行為の届出書（通知書）の写し
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口行話完了・中止時の提出書類
完了報告書（中止の場合は中止報告書）

全景写真及び措置状況説明書の内容を確認できる写真（屋外広告物を除く）2 

なお、各種様式については、千代田区のホームページからダウンロードするととができます。届出等の流れについ

ては P.5～6を参照して下古い。

。



届出の流n.協議
....-... 
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口千代田区黒観a=sコ〈リ条例に墨コ〈手続き

＠事前相談（企画・構想段階）

＠条例に基づく景観まちづくり協議

［ 景観ま以り協議書の提出
建築確認申請等提出の 60日（90日）以上前かつ設計が容易に変更できる時期

ノノ景観アドバイザーの参加による協議

景観まちづくり審議会への報告（※）

。）－－

（
広
告
物
・
鉄
道
施
股
）

＠景観法に基づく行為の届出・適合審査

｜計画の認定申請 ｜
l麹町地区・神田須田町 l
l二丁目北部周辺地区 ｜ 
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基準への適合審査・助言・指導

＠行為の着手等、条例に基づく完了報告

建築確認等申請 ] 

~ 
｝のi

~・－－
必要に応じて変更協議・届出 j 
－一一一一一一一一一一一一一一↓一一一

条例に基づく完了報告書の提出

※対象となるものは、(1)景観重点地区内で、高さが 100メートルを超える建築物の建築、（2）東京都環境影響評価
条例に該当する建築物の建築、（3）都市計画法第12条第1項第4号の市街地再開発事業として行う建築物の建築、
｛例区長が特に景観上重要と認めるもの。

。



口景観アドバイザーの参加による協議の対象は、敷地面積 500n1文は延べ面積 3,000M以上の建築物の建築

のほか、周辺景観に大きな影響があると認められる計画です。乙の協議は対面で実施し、設計者に加えて、

建築主の参加をお願いしています。対面協議は定例で月に 2回実施しています。そのほか、計画の内容や

規模によっては、個別に実施する場合があります。

口景観まちづくり協議は、建築確認等申請の60日以上前、かつ、設計が容易に変更できる時期とします。特に、

次に掲げる建築物等は、建築確認等申請の90日以上前、かつ、設計が容易に変更できる時期とします。

( 1 ）都市計画法第8条第1項第4号の特定街区を活用する建築物の建築等

(2）都市計画法第8条第1項第4号の2の都市再生特別地区を活用する建築物の建築等

(3）都市計画法第12条第1項第4号の市街地再開発事業として符う建築物の建築等

(4）建築基準法第 59条の2第 1項に規定する敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例を活用す

る建築物の建築等

(5）東京都環境影響評価条例（昭和55(1980）年東京都条例第96号）に該当する建築物の建築等

(6）景観重点地区内で、高さが 100メートルを超える建築物の建築等

(7)前各号に掲げるもののほか、景観まちづくり重要物件に指定された建築物の外観を変更するとととなる

槙撮替え等、区長が特に景観上重要と認めるもの

口景観法に基づく行為の届出は、建築確認等申請の 30日以上前とします。詳細は、千代田区景観まちづくり

条例脂ラ規則別表第1を参照してください。

．別表第1 眉出対象行為（抜粋）

届出対象行為の種類

法第16条第1項第1号

の建築物の新築、増
築、改築若しくは移

転、外観を変更する

とととなる修繕若し
くは模様替又は色彩

の変更

手続

建築基準法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に閲する法律（平成 18年法律第
91号）

長期優良住宅の普及の促進に関する法
律（平成20年法律第87号）

環境髭響評価法（平成9年法律第 81
号）

東京都環境影響評価条例

行為の着手

届出目

第6条第1項又は第6条の2 申請の日の30目前
第1項の規定による建築確認
申請

第 18条第2項の規定による 通知の日の30目前
計画通知

第 20条第1項第1号の規定 申曹の日
による構造方法の認定の申調

第 43条第2項第1号その他 申請の日の30目前
の規定による特定行政庁の寵
定の申請

第 43条第2項第2号その他 申請の自の30目前
の規定による特定行政庁の許
可の申葡

第 58条の規定による都市計 申請の目の30目前
酉で定めた墨準の許可の申請

第68条の26の規定による特 申請の日
殊構造方法等の器定の申請

第 17条第1項の計画の認定 申請の目の30目前
の申請

第5条第1項から第3項まで 申請の目の30目前
の規定による認定の申請

第 15条の規定による準備書 送付の日
等の送付

第 48条の規定による評価書 提出の目
案等の提出

着手する日の30日前

。



旧美観也区：美観地区は「市街地の美観を維持するために定める地区」として

都市計画法第8条で指定された地区を指します。皇居周辺一帯は、昭和8

(1933）年に指定されましたが、平成 16(2004）年の景観法策定に伴い、美観地

区は廃止されました。しかし、廃止以降も東京都屋外広告物条例で円日美観地

区」として広告物の表示や掲出を制限しているほか、千代田区では千代田区景

観まちづくり条例に基づき、皇居周辺の景観誘導を図ってきました。

ド事前J相談や協議・届出 l
川乃際』ま、事前に予約を l
Is願し、します。 II 

．お間Ll含打巴先

千代田区環境まちづくり部景観・都市計画課景観指導係
干102-8688 東京都千代田区九段南 1-2-1 TEL : 03-5211-3639 （ダイヤルイン） /FAX : 03-3264-4792 
E-mail : keil句作toshikeikakL』＠city.chiyoda.lg.jp


